
令和5年10月1日から

「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。

適格請求書発行事業者（登録事業者）のみが適格請求書

（インボイス）を交付することができます。 ^
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匿璽’ ニー
令和5年10月1日

.1 

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」の提出が必要です。

登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。

※ 登録番号については、法人番号を有する事業者の方は「T十法人番号J、それ以外の事業者の方はrT + 13桁の数字（新
たな固有の番号）］が登録番号となります。

C
►`

 

/
-

―

―

 

``―

登録申請は、 e-Tax をご利用

いただくと手続がスムーズです。

個人事業者の方はスマ ー トフォンからでも申請できます。
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